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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クローラ（１２）を装備した走行車体（１）上に脱穀装置（１０）を搭載し、該脱穀装
置（１０）の前側には刈取前処理装置（１１）を設け、走行車体（１）の前部右側に操縦
用のキャビン（２）を設け、該キャビン（２）の背後で脱穀装置（１０）の側部の部位に
グレンタンク（４）を併設し、該グレンタンク（４）に揚穀筒（３５）と穀粒排出オーガ
（３）を接続して貯留穀粒を外部に搬出する構成とし、前記キャビン（２）の後部の右側
部に設けたヒンジ（１７）を枢着部（ｄ）としてドア（６）を外側に回動自由に設け、該
ドア（６）の前側を開閉して操縦者が乗り降りする構成とし、該ドア（６）をキャビン（
２）側に閉めた位置を基準位置とし、該ドア（６）が基準位置から約６０度開いた位置を
側部開位置（ａ）とし、該ドア（６）が側部開位置（ａ）から更に後方へ回動して前記基
準位置から約１８０度開いた位置を後部開位置（ｂ）とし、前記キャビン（２）の室内の
ドア（６）を設けた側の上部の上部機枠部材（２０）に取付基板（２１）を固着し、該取
付基板（２１）の基部側に回動アーム（１９）の中間部を枢着部（ｅ）で枢着し、該回動
アーム（１９）の先端部にダンパー（１８）のシリンダ（１８ａ）側の端部を取り付け、
該ダンパー（１８）のピストン（１８ｂ）側の端部をドア（６）に連結し、該ダンパー（
１８）の張圧力でドア（６）を開く構成とし、取付基板（２１）の先端側に、回動アーム
（１９）の先端に形成した先端係合孔（２２）を係合離脱自由に係止する係止凸部（２３
）を吊り下げ状態に設け、回動アーム（１９）の基部側を前記取付基板（２１）よりも長
くして該回動アーム（１９）の基部側に操作部（２４）を形成し、該操作部（２４）を下
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側に引いて前記枢着部（ｅ）を支点として先端係合孔（２２）側を上げて係止凸部（２３
）から外すことで回動アーム（１９）が回動可能な状態となる構成とし、該回動アーム（
１９）の先端係合孔（２２）が係止凸部（２３）に係合し、回動アーム（１９）が取付基
板（２１）に固定されている状態では、ドア（６）がダンパー（１８）の伸張長さ分だけ
回動して側部開位置（ａ）まで開き、回動アーム（１９）を前記回動可能な状態として外
側に回動させると、ドア（６）がダンパー（１８）の伸張長さに回動アーム（１９）の長
さが加わった長さだけ回動して後部開位置（ｂ）まで開く構成とし、前記回動アーム（１
９）が取付基板（２１）に固定された状態で該回動アーム（１９）の側部に設けた接触部
（２９）によって押圧される検出部（２６）を有するセンサ（８）を設け、回動アーム（
１９）を取付基板（２１）に固定された位置から回動させて前記接触部（２９）が検出部
（２６）から離れた場合に、前記穀粒排出オーガ（３）を旋回させる旋回制御モータ（３
６）の作動を規制して該穀粒排出オーガ（３）がドア（６）との衝突を回避した範囲を旋
回するように該穀粒排出オーガ（３）の回動を規制する機能を有し、前記センサ（８）に
ハーネスを接続するカップラをキャビン（２）の室内に設け、該カップラからハーネスを
外すとセンサ（８）の前記機能が断たれる構成とし、キャビン（２）の室内の天井部分に
装備した空調機器のコンデンサ（５６）を脱穀装置（１０）の扱胴カバー上に搭載し、該
コンデンサ（５６）を収容するコンデンサボックス（５５）を、樹脂素材で成形した下側
の容器（５５ａ）の一側に、樹脂素材で成形した上側の蓋（５５ｂ）の一側を開閉自由に
枢着し、該容器（５５ａ）と蓋（５５ｂ）の他側にロック金具（５７）を設けた構成とし
、該ロック金具（５７）を、容器（５５ａ）側に設けた引っ掛け具（５７ａ）を蓋（５５
ｂ）側に設けたストライカ（５７ｂ）に引っ掛けてロックレバー（５７ｃ）を下側に引い
てロックする構成とし、前記容器（５５ａ）の内側のシュラウド取付プレート（６０）に
ロック取付プレート（５９）の基部を連結し、該ロック取付プレート（５９）の先端部を
ロックレバー（５７ｃ）の内側まで延長して容器（５５ａ）の立上り面の裏側に当て、該
ロック取付プレート（５９）の先端部にロックレバー（５７ｃ）の支持部材（５７ｄ）を
締め付けて固着したことを特徴とするコンバイン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、コンバインに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から、コンバインは、その車体上に、操縦者が座るキャビンが装備され、外部と遮
断して室内の気密を保って、快適な環境にして作業能率を上げる工夫がされている。特に
、キャビン室内は、天井に空調機器が設置されて温・湿度が適度に保たれ、音響機器も装
備されている。
【０００３】
　そして、グレンタンクは、上記キャビンの背後に装置され、貯留した穀粒を上部で旋回
する穀粒排出オ－ガによって機外に搬出する構成としている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のコンバインは、キャビンドアを後方に広く開いた場合に安全性に欠る課題があっ
た。特に、キャビンの背後に穀粒排出オ－ガを装備したグレンタンクを搭載した構成では
、旋回中の穀粒排出オ－ガが後部開位置にあるキャビンドアに衝突して破損等の事故を起
こす課題があった。
　また、従来のコンバインに設けられたキャビンの空調機器用のコンデンサボックスは、
ロック金具をコンデンサボックスに取り付ける場合、内側に補強板に相当する部材がない
ために、特に、ロック作用時に樹脂製のボックスに変形や歪みが発生することがあり、確
実にロックができない課題があった。
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【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上述した従来型の課題を解決するために、次の如き技術手段を講ずるもので
ある。
　すなわち、クローラ（１２）を装備した走行車体（１）上に脱穀装置（１０）を搭載し
、該脱穀装置（１０）の前側には刈取前処理装置（１１）を設け、走行車体（１）の前部
右側に操縦用のキャビン（２）を設け、該キャビン（２）の背後で脱穀装置（１０）の側
部の部位にグレンタンク（４）を併設し、該グレンタンク（４）に揚穀筒（３５）と穀粒
排出オーガ（３）を接続して貯留穀粒を外部に搬出する構成とし、前記キャビン（２）の
後部の右側部に設けたヒンジ（１７）を枢着部（ｄ）としてドア（６）を外側に回動自由
に設け、該ドア（６）の前側を開閉して操縦者が乗り降りする構成とし、該ドア（６）を
キャビン（２）側に閉めた位置を基準位置とし、該ドア（６）が基準位置から約６０度開
いた位置を側部開位置（ａ）とし、該ドア（６）が側部開位置（ａ）から更に後方へ回動
して前記基準位置から約１８０度開いた位置を後部開位置（ｂ）とし、前記キャビン（２
）の室内のドア（６）を設けた側の上部の上部機枠部材（２０）に取付基板（２１）を固
着し、該取付基板（２１）の基部側に回動アーム（１９）の中間部を枢着部（ｅ）で枢着
し、該回動アーム（１９）の先端部にダンパー（１８）のシリンダ（１８ａ）側の端部を
取り付け、該ダンパー（１８）のピストン（１８ｂ）側の端部をドア（６）に連結し、該
ダンパー（１８）の張圧力でドア（６）を開く構成とし、取付基板（２１）の先端側に、
回動アーム（１９）の先端に形成した先端係合孔（２２）を係合離脱自由に係止する係止
凸部（２３）を吊り下げ状態に設け、回動アーム（１９）の基部側を前記取付基板（２１
）よりも長くして該回動アーム（１９）の基部側に操作部（２４）を形成し、該操作部（
２４）を下側に引いて前記枢着部（ｅ）を支点として先端係合孔（２２）側を上げて係止
凸部（２３）から外すことで回動アーム（１９）が回動可能な状態となる構成とし、該回
動アーム（１９）の先端係合孔（２２）が係止凸部（２３）に係合し、回動アーム（１９
）が取付基板（２１）に固定されている状態では、ドア（６）がダンパー（１８）の伸張
長さ分だけ回動して側部開位置（ａ）まで開き、回動アーム（１９）を前記回動可能な状
態として外側に回動させると、ドア（６）がダンパー（１８）の伸張長さに回動アーム（
１９）の長さが加わった長さだけ回動して後部開位置（ｂ）まで開く構成とし、前記回動
アーム（１９）が取付基板（２１）に固定された状態で該回動アーム（１９）の側部に設
けた接触部（２９）によって押圧される検出部（２６）を有するセンサ（８）を設け、回
動アーム（１９）を取付基板（２１）に固定された位置から回動させて前記接触部（２９
）が検出部（２６）から離れた場合に、前記穀粒排出オーガ（３）を旋回させる旋回制御
モータ（３６）の作動を規制して該穀粒排出オーガ（３）がドア（６）との衝突を回避し
た範囲を旋回するように該穀粒排出オーガ（３）の回動を規制する機能を有し、前記セン
サ（８）にハーネスを接続するカップラをキャビン（２）の室内に設け、該カップラから
ハーネスを外すとセンサ（８）の前記機能が断たれる構成とし、キャビン（２）の室内の
天井部分に装備した空調機器のコンデンサ（５６）を脱穀装置（１０）の扱胴カバー上に
搭載し、該コンデンサ（５６）を収容するコンデンサボックス（５５）を、樹脂素材で成
形した下側の容器（５５ａ）の一側に、樹脂素材で成形した上側の蓋（５５ｂ）の一側を
開閉自由に枢着し、該容器（５５ａ）と蓋（５５ｂ）の他側にロック金具（５７）を設け
た構成とし、該ロック金具（５７）を、容器（５５ａ）側に設けた引っ掛け具（５７ａ）
を蓋（５５ｂ）側に設けたストライカ（５７ｂ）に引っ掛けてロックレバー（５７ｃ）を
下側に引いてロックする構成とし、前記容器（５５ａ）の内側のシュラウド取付プレート
（６０）にロック取付プレート（５９）の基部を連結し、該ロック取付プレート（５９）
の先端部をロックレバー（５７ｃ）の内側まで延長して容器（５５ａ）の立上り面の裏側
に当て、該ロック取付プレート（５９）の先端部にロックレバー（５７ｃ）の支持部材（
５７ｄ）を締め付けて固着したことを特徴とするコンバインとしている。
【０００７】
【０００８】
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【０００９】
【００１０】
【発明の効果】
　本発明によると、ドア（６）が後部開位置（ｂ）まで大きく開くから、清掃やメンテナ
ンスが容易にできるものでありながら、このドア（６）と、該ドア（６）の近傍を旋回範
囲とする穀粒排出オ－ガ（３）との衝突を未然に防止して安全性を高めることができる。
　また、センサ（８）にハーネスを接続するカップラをキャビン（２）の室内に設け、該
カップラからハーネスを外すことでセンサ（８）の機能を断ち、オペレ－タが簡単に点検
や修理等のメンテナンスを行うことができる。
　また、コンデンサボックス（５５）の、特に、ロック金具（５７）を固着した近傍部分
を補強して剛性を高める構成としたので、ロック金具（５７）の取り付け部位の変形や歪
みがほとんどなく、確実にロックできる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて具体的に説明する。
　まず、コンバイン５は、添付図面の図４と図５に示すように、走行車体１上に脱穀装置
１０を搭載し、その前側には刈取前処理装置１１を設け、接地側にはクロ－ラ１２を装備
して構成している。そして、コンバイン５は、前部の刈取前処理装置１１を構成する刈取
装置によって刈り取った穀稈を、刈取前処理装置１１の穀稈搬送装置１３によって前記脱
穀装置１０に搬送して供給する構成としている。なお、図面において、１４は分草杆、１
５は穀稈引起し装置である。
【００１２】
　つぎに、キャビン２は、その骨格となる機枠部材１６を軽金属であるアルミ材からなる
フレ－ムとし、その他の主要部には、合成樹脂を素材として使用し走行車体１の前部右側
（上述した穀稈搬送装置１３の右側）に設置して、従来から周知の如く、オペレ－タが着
席して走行車体１および搭載した各作業機（脱穀装置１０、刈取前処理装置１１）を操縦
する操作レバ－等を集中して配置した構成としている。更に、キャビン２室内は、具体的
には図示しないが、天井部分に空調機器が装備されており、その天井部分において、中央
位置に横並びにして吹出しグリル（空調機器から冷・暖気を吹き出す）を配置し、その前
方側で左上部に空調機器の操作パネル、音響機器、ル－ムランプ等を配置し、後方位置に
内気フィルタ（室内の空気を空調機器側へ吸気するフィルタ）を設けて構成している。
【００１３】
　なお、本明細書における左側および右側は、全て走行車体１の前進方向に向かって見た
状態を基準にして記載する。
　以上、説明したように、実施例のキャビン２は、機枠部材１６をアルミ材からなるフレ
－ムとし、その他の主要部には、合成樹脂を素材として構成しているから、全体の軽量化
を図る構成となっている。
【００１４】
　つぎに、キャビン２は、図５および図７に示すように、後部の右側部に設けたヒンジ１
７を枢着部ｄとしてドア６（以下「キャビンドア６」と云う）を設け、その枢着部ｄを回
動支点にして外側に回動自由とし、前側を開閉して操縦者が乗り降りできる構成としてい
る。そして、キャビンドア６は、図６の作用図に開き位置を示すように、キャビン２側に
閉めた位置を基準位置として、約６０度開けた位置を側部開位置ａ（図６の仮想線位置参
照）として、その位置から更に後方へ、基準位置から約１８０度開けた位置を後部開位置
ｂ（図６、図７の実線位置参照）として、ダンパ－１８と回動ア－ム１９（「開閉移動手
段７」に相当する）とによって開閉可能に構成している。
【００１５】
　以下、キャビンドア６の開閉移動手段７を、図１、図２及び図３に基づいて説明する。
　まず、開閉移動手段７は、図３に示すように、キャビン２室内のキャビンドア６側の上
部機枠部材２０に固着した取付基板２１と、該取付基板２１に固定位置（係止位置）と回
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動状態とに切り替えできる回動ア－ム１９と、該回動ア－ム１９の先端部にシリンダ１８
ａ側の端部を取り付け、ピストン１８ｂ側の端部をキャビンドア６に連結したダンパ－１
８とから構成している。
【００１６】
　このように、取付基板２１は、図２と図３とに示すように、上部機枠部材２０に固着し
、基部側に回動ア－ム１９の中間部を枢着部ｅで枢着し、先端側に、回動ア－ム１９の先
端係合孔２２を係脱自由に係止する係止凸部２３を吊り下げ状態に設けた構成としている
。そして、回動ア－ム１９は、基部側を前記取付基板２１より長く形成して操作部２４を
構成している。したがって、回動ア－ム１９は、操作部２４を下側に引いて枢着部ｅを支
点に先端係合孔２２側を上方に上げて係止凸部２３から外すと自由端となり、枢着部ｅを
支点に回動（図２の仮想線参照）できる構成である。
【００１７】
　なお、２５は取付基板２１と回動ア－ム１９との間に設け、前記取付基板１９に固着し
た合成樹脂材からなる緩衝部材である。
　そして、ダンパ－１８は、図１に示し前述もしたように、回動ア－ム１９の先端部とキ
ャビンドア６との間に介装して張圧力によってドア６を開く構成としている。
【００１８】
　このように、キャビンドア６は、回動ア－ム１９が、係止凸部２３に先端係止孔２２が
係合状態にあって、取付基板２１に固定（係止）されているときには、ダンパ－１８の伸
張長さ分のみ回動して側部開位置ａ（図１参照）まで開き、つぎの段階として、回動ア－
ム１９を回動可能状態（係止凸部２３から先端係止孔２２を離脱する）にして外側に回動
すると、ダンパ－１８の伸張長さに回動ア－ム１９の長さが加わった長さだけ回動して後
部開位置ｂ（図６および図７の実線位置参照）まで約１８０度程度広く開くことができる
構成となっている。
【００１９】
　つぎに、センサ８（スイッチ）は、図１および図２に示すように、検出部２６を有する
スイッチボックス２７を、前記取付基板２１の中間部分から下側で、且つ、回動ア－ム１
９の固定位置の側部に配置して設けた取付板２８の下面側に固着した構成としている。し
たがって、検出部２６は、回動ア－ム１９が取付基板２１に係止（先端係止孔２２が係止
凸部２３に係合しているとき）された状態（キャビンドア６が閉まった位置から側部開位
置ａまでの間）にあるときに回動ア－ム１９に押圧される構成としている。そして、接触
部２９は、図２に示すように、回動ア－ム１９の側部に設けて上記した検出部２６を押圧
する構成としている。
【００２０】
　そして、ストッパ－３０は、図２に示すように、前記スイッチボックス２７の側方位置
で、操作部２４（回動ア－ム１９）の回動軌跡上において取付板２８の下面に固着して設
け、スイッチボックス２７を保護する構成としている。
　そして、回動ア－ム１９は、図２および図３に示すように、操作部２４側にも係止孔３
１を設け、前記取付板２８の下面側に設けた係止凸部３２に係合して回動位置（キャビン
ドア６が最高に開いた後部開位置ｂにあるとき）を保持する構成としている。
【００２１】
　つぎに、グレンタンク４は、図５に示すように、キャビン２の背後で、脱穀装置１０の
側部に併設しており、脱穀装置１０によって脱穀、選別された穀粒を貯溜する構成として
いる。そして、グレンタンク４は、穀粒が満杯に達すると、満杯センサの検出により警報
されるように構成している。更に、グレンタンク４は、従来から広く知られているように
、揚穀筒３５と穀粒排出オ－ガ－３とを接続して貯溜穀粒を外部に搬出できる構成にして
いる。
【００２２】
　そして、穀粒排出オ－ガ３は、図５に示すように、穀粒の排出位置を選択して位置決め
するために、旋回制御モ－タ３６、旋回駆動ギヤ３７、旋回ギヤ３８とによる旋回機構と



(6) JP 4465801 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

、図示を省略した昇降シリンダとを設けて構成している。そして、穀粒排出オ－ガ３は、
実施例の場合、前記センサ８が、キャビンドア６が側部開位置ａを過ぎて後部開位置ｂ側
に回動すると、その位置を検出して前記旋回制御モ－タ３６を規制する構成としている。
したがって、穀粒排出オ－ガ３は、図６および図７に示すように、キャビンドア６が後部
開位置ｂに達したときおよびそこまで至る移動経路中において、回動が規制されてキャビ
ンドア６を回避した範囲内を旋回することになるから、ドア６への衝突が未然に回避でき
る。
【００２３】
　そして、前記スイッチボックス２７は、接続しているハ－ネスをキャビン２室内のカッ
プラから外すことによってセンサ８の機能を中断することができる構成としている。この
実施例の場合、センサ８は、キャビン２室内に上記カップラを設けて、オペレ－タが簡単
に点検や修理等のメンテナンスができる構成としている。
【００２４】
　つぎに、その作用について説明する。
　まず、コンバイン作業にあたり、オペレ－タ－は、キャビン２のシ－トに着席してエン
ジンを始動し、刈取脱穀作業の準備を行いながら、一方で、天井部分の左上方に配置され
ている操作パネルのダイヤルやスイッチを操作して、キャビン２室内の温度を好みの温度
に設定する。すると、空調機器は、接続されている制御機構の操作信号に基づいて空調作
用を開始し、配管されているガス管と温水管とによって循環されているフロンガス、温水
を使って冷暖房による空気調節作用を開始する。
【００２５】
　そして、キャビン２室内は、外気との気密が保たれ空調機器によって設定温度に制御さ
れた空気(熱・冷気)が、吹出しグリルから吹き出され、一方、室内の空気が後部の内気グ
リルから吸引されて循環し、清潔で、且つ、適温に保たれた状態で、快適に作業を行うこ
とができる。
【００２６】
　そして、コンバイン５は、前進しながら圃場の穀稈を刈取前処理装置１１によって刈り
取り、穀稈搬送装置１３によって後方上方に搬送して脱穀装置１０に供給して刈取脱穀作
業を連続的に行うものである。そして、脱穀、選別された穀粒は、脱穀装置１０の一番揚
穀装置によってグレンタンク４に搬送して貯溜する。
【００２７】
　さて、つぎに、上述のような刈取脱穀作業を中断して、又は、作業終了後において、キ
ャビン２の内部（機器類）の清掃やメンテナンスを行なう場合について述べる。
　まず、実施例に示すキャビンドア６は、図１乃至図３に示す開閉移動手段７において、
回動ア－ム１９を取付基板２１に係止（先端係止孔２２を係止凸部２３に係合した状態）
してダンパ－１８の張圧力を利用して開く。すると、キャビンドア６は、図１および図６
に示すように、ヒンジ１７の枢着部ｄを回動支点にして側部開位置ａに達して停止する。
通常、キャビンドア６は、側部開位置ａまで開き、オペレ－タが乗降することができる。
そして、センサ８は、図１および図２に示すように、キャビンドア６が上記の位置ａまで
の間は検出部２６が回動ア－ム１９の接触部２９に接当しており、通常の位置にあること
を検出している。
【００２８】
　つぎに、回動ア－ム１９は、基部の操作部２４を握って下側に引いて枢着ｅを支点に先
端係止孔２２側を上方に上げて取付基板２１の係止凸部２３から外すと先端部側がフリ－
となり、枢着ｅを支点に回動（図２の仮想線参照）する。すると、キャビンドア６は、図
６に実線で示すように、上述のダンパ－１８の伸長した長さに回動ア－ム１９の長さが加
算された分だけ広く開いて後部開位置ｂに達する（図６および図７参照）。
【００２９】
　このように、キャビンドア６が、図６および図７に実線で示すように、約１８０度程度
開いて後部開位置ｂに達すると、センサ８は、既に、接触部２９が検出部２６から離れた
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状態を検出しており、旋回制御モ－タ３６に制御信号を出力（図示しないコントロ－ラを
介して出力する）して、穀粒排出オ－ガ３の旋回作動を規制することになる。この場合、
穀粒排出オ－ガ３は、実作業ではなく、調整やテスト旋回をしている場合が多いが、安全
に旋回を行なうことができる。
【００３０】
　以上、本発明の実施例で説明したように、穀粒排出オ－ガ３は、キャビンドア６の開閉
移動手段７を構成している回動ア－ム１９が開き作動を開始し、ドア６が、予め、設定し
た位置を越えて開き側に移動し始めるとセンサ８が開き作動を検出して回動が規制される
。本発明は、キャビンドア６が大きく広く後部開位置ｂまで開くから、清掃やメンテナン
スが容易にできるものでありながら、近傍を旋回範囲とする穀粒排出オ－ガ３との衝突を
未然に防止して安全性の高い装置を提供することができたものである。
【００３１】
　別実施例１
　つぎに図８乃至図１０に基づいて別実施例１を説明する。
　まず、操縦座席４０は、図８に示すように、車体４１上に搭載したエンジンの上方に装
置し、オペレ－タが進行方向の右側から乗降する構成としている。そして、操作パネル類
４２や操作レバ－類４３は、立体的にして操縦座席４０を前側と左側とからＬ型に囲む操
作ボックス４４に集中して配置し、監視や操作がやり易いように構成している。そして、
操作ボックス４４は、配線や操作連動機構を内装しており、その外側には、前方位置から
側方位置にかけて、穀稈引起し装置４５、刈取装置４６、穀稈搬送装置４７を設けて穀稈
の刈取り、搬送ができる構成としている。４８は脱穀装置である。
【００３２】
　そして、静音化部材（消音材）４９は、図１０に示すように、内側にスポンジ材５０（
例えば、カムフレックススポンジ材）からなるシ－トを配置し、外側に樹脂シ－ト５１（
例えば、ＰＶＣ材）を重ね合わせて一体として構成している。このように構成した静音化
部材４９は、図８および図９（仮想線参照）に示すように、操作ボックス４４の内側（左
側）に上部から垂らして下端部を床面に固着して設けている。
【００３３】
　このように、静音化部材４９は、操作ボックス４４の内側に設けると、操作ボックス４
４を貫通した状態で伝播してくる騒音を吸収して消し、操縦座席４０のオペレ－タを騒音
から守ることができる。実施例の場合、操縦座席４０は、操作ボックス４４で囲まれ、こ
れの内側に静音化部材４９を張ると、回転伝動に伴う機械音や、穀稈の引起し、刈取搬送
作業に伴う作業騒音等が吸収されてオペレ－タの疲労を軽減できる。
【００３４】
　そして、静音化部材４９は、他の実施例として、上述した樹脂シ－ト５１と、布かネッ
ト等の通気性素材との間にスポンジ材５０を挟んだ状態に内側して構成する。このように
構成したと、静音化部材４９は、操作レバ－類４３の案内溝等を塞ぎ材として使用すると
騒音を吸収することができる。
【００３５】
　別実施例２
　つぎに、図１１乃至図１６に基づいて別実施例２を説明する。
　まず、コンデンサボックス５５は、コンバイン５の場合、図１６に示すように、コンデ
ンサ５６を内装して脱穀装置１０の扱胴カバ－上に搭載している。そして、コンデンサ５
６は、従来から広く知れているように、キャビン２に空調機器を装備している場合に空調
ユニットで使用する冷媒（例えばフロンガス）を循環させて凝縮して液化する機能を有す
る構成としている。
【００３６】
　そして、コンデンサボックス５５は、樹脂素材によって容器５５ａと蓋５５ｂとを成形
加工して構成している。そして、コンデンサボックス５５は、図１１および図１２に示す
ように、下側の容器５５ａの一方側に、上側の蓋５５ｂの一方側を枢着して開閉自由とし
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、他方側にロック金具５７を設けてロックする構成としている。そして、ロック金具５７
は、図１２に示すように、下側の容器５５ａ側に設けた引っ掛け具５７ａを蓋５５ｂのス
トライカ５７ｂに係脱自由に引っ掛けてロックレバ－５７ｃを下側に引いてロックする従
来から知られている構成としている。
【００３７】
　そして、補強プレ－ト５８は、図１２に示すように、上側の蓋５５ｂの内側にストライ
カ５７ｂと共締めにして取り付け、下側の容器５５ａの立上り面に届く位置まで延ばして
構成している。
　この構成によって、コンデンサボックス５５は、充分に剛性が保たれ、ロック作用が確
実にできる特徴を有する。
【００３８】
　つぎに、ロック取付プレ－ト５９は、図１３および図１４に示すように、基部を容器５
５ａの内側のシュラウド取付プレ－ト６０に連結し、先端部をロック金具５７のロックレ
バ－５７ｃの内側にまで延長して容器５５ａの立上り面の裏側に当て上記引っ掛け具５７
ａとロックレバ－５７ｃの支持部材５７ｄを締め付け固着している。
【００３９】
　従来のコンデンサボックスＣは、図１５に示すように、ロック金具Ａをコンデンサボッ
クスＣに取り付ける場合、内側に補強板に相当する部材がないために、特に、ロック作用
時に樹脂製のボックスＣに変形や歪みが発生することがあり、確実にロックができない課
題があった。
【００４０】
　別実施例２は、以上説明したように、従来型の課題を解消して補強部材によってによっ
てコンデンサボックス５５、特に、ロック金具５７を固着した近傍部分を補強して剛性を
高める構成とした。したがって、ロック金具５７は、取り付け部位の変形や歪みがほとん
どなく、確実にロックできる特徴を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例であって、要部の作用を示す平面図である。
【図２】　本発明の一実施例であって、作用を示す平面図である。
【図３】　本発明の一実施例であって、側面図である。
【図４】　本発明の一実施例であって、コンバインの正面図である。
【図５】　本発明の一実施例であって、コンバインの右側面図である。
【図６】　本発明の一実施例であって、作用を示す平面図である。
【図７】　本発明の一実施例であって、作用を示す側面図である。
【図８】　本発明の別実施例１であって、コンバインの平面図である。
【図９】　本発明の別実施例１であって、斜面図である。
【図１０】　本発明の別実施例１であって、斜面図である。
【図１１】　本発明の別実施例２であって、コンデンサボックスの平面図である。
【図１２】　本発明の別実施例２であって、図１１のＳ－Ｓ線断面図である。
【図１３】　本発明の別実施例２であって、コンデンサボックスの平面図である。
【図１４】　本発明の別実施例２であって、図１３のＳ－Ｓ線断面図である。
【図１５】　本発明の別実施例２であって、従来型の断面図である。
【図１６】　本発明の別実施例２であって、コンバインの側面図である。
【符号の説明】
　１　　走行車体
　２　　キャビン
　３　　穀粒排出オ－ガ
　４　　グレンタンク
　６　　ドア（キャビンドア）
　８　　センサ
　ａ　　側部開位置
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　ｂ　　後部開位置
　ｄ　　ドアヒンジの枢着部（枢着部）
　ｅ　　回動ア－ムの枢着部（枢着部）
１０　　脱穀装置
１１　　刈取前処理装置
１２　　クローラ
１７　　ヒンジ
１８　　ダンパー
１８ａ　シリンダ
１８ｂ　ピストン
１９　　回動アーム
２０　　上部機枠部材
２１　　取付基板
２２　　先端係合孔
２３　　係止凸部
２４　　操作部
２６　　検出部
２９　　接触部
３５　　揚穀筒
３６　　旋回制御モータ
５５　　コンデンサボックス
５５ａ　容器
５５ｂ　蓋
５６　　コンデンサ
５７　　ロック金具
５７ａ　引っ掛け具
５７ｂ　ストライカ
５７ｃ　ロックレバー
５７ｄ　支持部材
５９　　ロック取付プレート
６０　　シュラウド取付プレート
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